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１ 申請の要旨 

 (1) 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

 名称 独立行政法人日本原子力研究開発機構 

 住所 茨城県那珂郡東海村村松４番地４９ 

 代表者氏名  理事長 鈴木 篤之 

 

 (2) 事業所の名称及び所在地  

 名称 独立行政法人日本原子力研究開発機構 

  人形峠環境技術センター  

 所在地 岡山県苫田郡鏡野町上齋原１５５０番地 

 

 (3) 申請年月日 

平成２１年３月２４日（平成２１年７月１３日、平成２２年５月７日及

び平成２２年１０月２１日付け一部補正） 

 

 (4) 申請内容 

  ２ 主な変更の内容のとおり。 

 

 (5) 工期 

工事工程 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

DOP-1 カスケード                                 

①閉止措置の解除 

②滞留ウラン除去 

③閉止措置の再設定 

滞留ウラン除去設備                                 

① 設備据付・調整 

② 配管接続・切り離し 

③ 運転 

(6) 工事に要する資金の額 

本変更の工事に要する資金は１千万円であり、運営費交付金により充当

する。 
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２ 主な変更の内容 

 

 今回の変更申請は、ＤＯＰ－１カスケード設備＊１の滞留ウランを回収する工

程を追加するものである。滞留ウラン回収工程の概要は以下のとおり。 

① ＤＯＰ－１カスケード設備等の内部に付着しているウラン(滞留ウラン

(ＵＦ４
＊２))を滞留ウラン除去設備から供給するＩＦ７

＊３ガスにより化学

反応させ、気体状(ＵＦ６
＊４＋ＩＦ５

＊５)にした上、滞留ウラン除去設備に

て回収する。 

② 滞留ウラン除去設備は、ＤＯＰ－２カスケード設備＊６の滞留ウラン回収

時に使用した設備を利用し、ＤＯＰ－１カスケード設備等と配管により

接続（一部、ＤＯＰ－２カスケード設備の配管を利用）する。 

 

＊１）DOP-1 カスケード設備：昭和 60 年 10 月に加工事業許可を得た第一期ウラン濃縮原 

型プラント（能力：100ｔSWU／年）。平成 14 年４月に許可を得て閉止措置中。 

＊２）ＵＦ４：４フッ化ウラン 

＊３）ＩＦ７：７フッ化ヨウ素 

＊４）ＵＦ６：６フッ化ウラン 

＊５）ＩＦ５：５フッ化ヨウ素 

＊６）DOP-2 カスケード設備：昭和 61 年 10 月に加工事業許可を得た第二期ウラン濃縮原 

型プラント（能力：100ｔSWU／年）。平成 11 年 10 月に核燃料物質の使用の許可を得 

て、加工施設を核燃料物質の使用施設とし、滞留ウランを回収する試験研究を実施 

した。今回利用する滞留ウラン除去設備は DOP-2 カスケード設備の滞留ウラン回収 

に使用した設備。 

 

以上の変更に伴う、主な変更内容は以下のとおり。 

 

（１） ＤＯＰ－１カスケード設備等の内部に付着している滞留ウランを除去

するため、加工の方法にＤＯＰ－１カスケード設備の滞留ウランの回収

を追加するとともに、加工設備に滞留ウラン除去設備及びＤＯＰ－２カ

スケード設備の一部を追加する。 

なお、滞留ウラン除去に利用する一部の配管等を除くＤＯＰ－２カス

ケード設備は、閉止措置した上で、主棟内に設定する第 1 種管理区域内
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に保管する。また、滞留ウラン回収後のＤＯＰ－１カスケード設備は、

再度、閉止措置を実施する。 

 

（２）今回追加する滞留ウラン除去設備の機器等について、核的及び熱的制限

値を以下のとおり設定する。 

 

① 核的制限値 

対象設備・機器 核的制限値 

回収用コールドトラップ（１）、 

回収用コールドトラップ（２）、 

ＩＦ７コールドトラップ 

１．濃縮度 ５％以下 

２．減速条件 Ｈ／Ｕ－２３５ 

１０以下 

滞留ウラン回収容器 １．濃縮度 ５％以下 

２．減速条件 Ｈ／Ｕ－２３５ 

１．７以下 

滞留用回収系ケミカルトラップ（Ｎａ

Ｆ）、滞留用排気系ケミカルトラップ（Ｎ

ａＦ）、滞留用パージ系ケミカルトラップ

（ＮａＦ） 

１．濃縮度 ５％以下 

２．形状寸法（臨界安全直径） 

 ５８．８cm 以下 

② 熱的制限値 

回収用コールドトラップ(１)及び(２)の熱的制限値を８０℃以下とする。 

 

（３）放射性廃棄物の廃棄施設について、以下の変更を行う。 

① 気体廃棄物の廃棄設備として、滞留ウラン除去設備及びＤＯＰ－２カス

ケード設備を第１種管理区域に設置する。また、主棟の第１種管理区域の

気体廃棄物の処理能力を以下のとおり変更する。 

 

 変更前 変更後 

主棟排気量 約２７，０００ｍ３／時 排気系１： 

約２０，０００ｍ３／時 

排気系２： 

約５，０００ｍ３／時 
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②  滞留ウラン回収に伴い発生するＩＦ５を収納するボンベを液体廃棄物の

廃棄設備とし、保管廃棄するエリア（放射性液体廃棄物保管エリア）を主

棟の第１種管理区域内に設定し、その保管廃棄能力を８０㎏ボンベ換算で

９本と設定する。 

 

（４）その他 

① 核燃料物質の貯蔵設備について、第１貯蔵庫において、滞留ウラン回収

容器によっても貯蔵が行えるよう変更する。 

なお、核燃料物質の最大処理能力及び最大貯蔵能力の変更はない。 

②  記載の適正化等の変更を実施。 

 

以  上 
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